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Ⅱ

緊
急
避
難
状
況

１

定
義

緊
急
避
難
状
況
の
検
証
に
お
い
て
は
、
緊
急
避
難
の
前
提
と
な
る
要
件
、
つ
ま
り
、「
自
己
又
は
他
人
の
生
命
、
身
体
、
自

由
又
は
財
産
に
対
す
る
現
在
の
危
難
」
の
存
否
が
問
題
と
な
る
。
学
説
の
一
部
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
保
全
法
益
と
侵
害
法
益
の
衝
突
関

係
も
緊
急
避
難
状
況
に
含
め
る
と
、
緊
急
避
難
状
況
の
定
義
は
、
保
全
法
益
を
侵
害
法
益
の
犠
牲
に
よ
っ
て
し
か
維
持
で
き
な
い
状
況
と

い
う
こ
と
に

46
）

な
る
。
避
難
行
為
は
構
成
要
件
該
当
行
為
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
が
、
危
難
は
刑
法
上
保
護
さ
れ
る
法
益
で
あ
る
必
要
は
な

い
。２

個
人
法
益

保
全
法
益
は
「
生
命
、
身
体
、
自
由
又
は
財
産
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
個
人
法
益
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
法

人
、
社
団
等
の
「
財
産
」
も
含
ま

47
）

れ
る
。
貞
操
や
名
誉
は
「
身
体
」
又
は
「
自
由
」
に
含
ま

48
）

れ
る
。
保
全
法
益
は
軽
微
で
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
。
免
責
緊
急
避
難
に
お
い
て
、
保
全
法
益
が
軽
微
な
と
き
、
緊
急
避
難
状
況
が
否
定
さ
れ
る
べ
き
以
上
、
正
当
化
緊
急
避
難
に
お
い

て
は
ま
す
ま
す
保
全
法
益
は
軽
微
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
牛
骨
を
く
わ
え
て
こ
っ
そ
り
逃
げ
て
い
く
他
人
の
飼
犬
を
打
撃
し

た
り
、
撲
殺
し
て
は
な
ら

49
）

な
い
。「
超
個
人
的
法
益
」、
つ
ま
り
、
社
会
法
益
、
国
の
法
益
に
は
緊
急
避
難
適
格
性
が
な
い
。
そ
れ
故
、
発

生
し
た
と
い
わ
れ
る
あ
る
い
は
実
際
に
発
生
し
た
公
の
困
っ
た
状
態
を
暴
い
た
り
、
除
去
す
る
た
め
に
犯
罪
を
犯
す
こ
と
は
緊
急
避
難
に

論 説

緊
急
避
難
行
為

１

総
説

２

適
格
性

３

手
段
の
唯
一
性

４

保
全
法
益
の
優
越
性

ａ

総
説

ｂ

法
益
比
較

ｃ

危
険
と
救
助
の
見
込
み

（
以
上
本
号
）
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よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
な
い
。
例
え
ば
、
わ
い
せ
つ
映
画
の
上
映
を
阻
止
す
る
観
客
や
超
過
速
度
運
転
で
走
行
し
て
い
る
運
転
者
を
止
め
て

釈
明
を
求
め
る
た
め
に
制
動
器
を
か
け
な
い
で
そ
の
先
に
出
る
運
転
者
は
緊
急
避
難
を
援
用
で
き

50
）

な
い
。

３

現
在
の「
危
難
」

如
何
な
る
緊
急
避
難
状
況
も
法
秩
序
に
よ
っ
て
甘
受
で
き
な
い
法
益
に
対
す
る
実
害
又
は
危
険
の
状
態
を
前
提

と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
危
険
は
自
然
的
意
味
で
切
迫
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
法
的
に
も
保
護
を
要
す
る
法
益
に
向
け
ら
れ
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
相
応
の
忍
受
義
務
が
あ
る
と
か
、
法
益
の
主
体
が
法
的
保
護
を
有
効
に
放
棄
し
た
場
合
、
緊
急
避
難
の
危
難
は
存
在
し

な
い
。
そ
れ
故
、
例
え
ば
、
刑
事
施
設
か
ら
脱
走
す
る
受
刑
者
は
、「
緊
急
避
難
類
似
の
状
況
に
お
い
て
」、
人
格
的
自
由
と
い
う
法
益
が

脅
威
に
晒
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
援
用
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
誤
判
で
あ
っ
て
も
、
受
刑
者
に
は
法
律
と
判
決
に
よ
っ
て
自
由
刑

を
執
行
さ
れ
る
忍
受
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で

51
）

あ
る
。
さ
ら
に
、
医
師
は
患
者
の
意
思
に
反
し
て
医
療
上
適
切
な
措
置
を
採
る
こ

と
は
で
き

52
）

な
い
。
危
難
の
発
生
源
因
に
は
限
定
が
な
く
、
自
然

53
）

現
象
、
動
物
の
行
動
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
よ
い
。

ａ

危
険
の
存
否
の
判
断
時
点

法
益
に
と
っ
て
の
危
険
が
存
在
す
る
か
否
か
の
判
断
は
所
為
の
前
の
時
点
で
下
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い（
事
前
の
観
点
。ex
-ante-S

icht

）。
行
為
が
正
当
化
さ
れ
る
か
否
か
の
判
断
は
行
為
に
先
立
た
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
判
断

さ
れ
た
状
態
が
後
に
な
っ
て
無
害
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
も
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
危
険
の
存
在
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
（
人
は
後

で
ま
す
ま
す
賢
く

54
）

な
る
）。

ｂ

危
険
性
の
程
度

危
険
性
は
利
益
衡
量
と
の
関
連
で
意
味
を
有
す
る
。
す
な
わ
ち
、
保
全
利
益
の
価
値
が
高
い
ほ
ど
（
例
え
ば
、

生
命
、
身
体
）、
危
険
の
程
度
は
低
く
て
も
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
高
度
の
蓋
然
性
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
し
、
ま
し
て
や
、
一
〇
〇
％
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の
確
実
性
は
要
求
さ
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
保
全
利
益
の
価
値
が
低
い
と
き（
例
え
ば
、
物
の
所
有
権
）、
危
険
の
程
度
は
高
く
な
け

れ
ば
な
ら

55
）

な
い
。

ｃ

危
険
性
判
断
の
主
体

危
険
の
存
在
は
主
観
的
に
、
つ
ま
り
、
純
粋
に
緊
急
避
難
行
為
者
の
視
点
か
ら
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
。

緊
急
避
難
は
危
難
の
存
在
を
前
提
と
し
て
お
り
、
行
為
者
の
思
い
込
み
を
前
提
と
は
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
行
為
者
の
危
難
に
関
す

る
誤
表
象
が
あ
っ
て
も
危
難
を
基
礎
付
け
る
の
は
行
き
過
ぎ
た
主
観
主
義
で
あ
る
。
危
険
の
存
在
は
、
行
為
者
の
状
況
に
い
る
客
観
的
観

察
者
の
判
断
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
行
為
者
の
思
い
込
み
に
左
右
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
の
誤
表
象
は

誤
想
避
難
で

56
）

あ
る
。
学
説
に
は
、
実
際
に
存
在
す
る
事
情
に
基
づ
い
て
予
測
を
す
べ
き
と
す
る
見
解
も
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
例
え
ば
、

事
故
で
口
か
ら
血
を
流
し
、
意
識
を
失
っ
て
倒
れ
て
い
る
者
が
い
た
が
、
実
際
に
は
生
命
に
危
険
が
な
か
っ
た
場
合
、
そ
の
状
況
に
お
か

れ
た
医
師
（
専
門
知
識
の
あ
る
観
察
者
）
で
あ
っ
て
も
生
命
に
危
険
が
あ
る
と
判
断
し
た
だ
ろ
う
と
云
え
て
も
、
危
難
は
な
か
っ
た
こ
と

に
な
る
。
こ
れ
は
誤
想
避
難
の
問
題
と
し
て
扱
わ

57
）

れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
行
き
過
ぎ
た
客
観
主
義
で
あ
る
。
予
測
と
云
う
の
は
、
常
に

所
与
の
状
況
か
ら
下
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
時
点
で
、
事
故
に
あ
っ
た
者
の
身
体
状
況
は
必
ず
し
も
認
識
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
。
認

識
で
き
な
い
現
在
の
事
情
で
あ
っ
て
も
危
難
を
基
礎
付
け
う
る
の
で

58
）

あ
る
。

客
観
的
観
察
者
は
二
分
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
一
つ
は
、「
理
解
力
の
あ
る
観
察
者
」で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
専
門
知
識
の
役
立
た
な
い
状

況
の
規
準
と
な
る
。
他
の
一
つ
は
、「
専
門
知
識
の
あ
る
観
察
者
」で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
専
門
知
識
が
役
立
つ
場
合
の
規
準
と
な
る
。
前
者

の
適
用
さ
れ
る
状
況
と
い
う
の
は
、
小
船
が
転
覆
し
て
、
船
頭
が
海
中
に
投
げ
出
さ
れ
た
場
合
、「
理
解
力
の
あ
る
観
察
者
」な
ら
そ
の
船

頭
の
生
命
が
危
機
に
瀕
し
て
い
る
と
思
っ
た
だ
ろ
う
と
い
え
る
場
合
、
実
際
に
は
船
頭
は
泳
ぎ
の
達
人
で
溺
れ
る
危
険
は
無
か
っ
た
と
し
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て
も
、「
危
難
」は
存
在

59
）

す
る
。
後
者
は
、
専
門
家
を
要
求
す
る
状
況
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
。
火
災
の
危
険
に
は
消
防
吏
員
、
建
築
物
の

危
険
に
は
静
力
技
師
、
病
気
に
は
医
師
が
規
準
と
な
る
。
例
え
ば
、
医
師
な
ら
突
然
倒
れ
た
年
寄
り
の
病
状
は
た
い
し
た
こ
と
無
い
こ
と

が
認
識
で
き
た
だ
ろ
う
と
い
え
る
場
合
、
医
学
の
素
人
が
生
命
に
危
険
が
あ
る
と
思
う
者
は
緊
急
避
難
状
況
に
お
い
て
行
為
を
し
て
い
る

わ
け
で
は

60
）

な
い
。

ｄ

危
難
の
「
現
在
性
」

正
当
防
衛
が
「
急
迫
」
の
侵
害
に
よ
る
時
間
的
限
定
が
あ
る
よ
う
に
、
緊
急
避
難
に
も
「
現
在
」
の
危
難
に

よ
る
時
間
的
限
定
が
あ
る
。「
現
在
」と
は
保
全
法
益
に
現
に
侵
害
が
生
じ
て
い
る
こ
と
、
又
は
、
保
全
利
益
に
損
害
の
発
生
が
切
迫
し
て

い
る
こ
と
を

61
）

云
う
。
後
者
の
一
つ
の
類
型
は
、
損
害
の
発
生
が
す
ぐ
に
発
生
し
か
ね
な
い
場
合
で
あ
る
。
例
え
ば
、
幼
児
が
川
に
転
落
し

た
の
で
、
直
ち
に
救
助
行
為
を
し
な
い
と
そ
の
幼
児
の
死
が
避
け
ら
れ
な
い
と
い
っ
た
場
合
（
瞬
間
危
難
）、
そ
の
現
在
性
は
明
ら
か
で

62
）

あ
る
。

そ
の
二
の
類
型
は
、
損
害
の
発
生
が
す
ぐ
に
生
じ
か
ね
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
が
、
損
害
が
い
つ
な
ん
ど
き
発
生
す
る
か
も
分
か
ら

な
い
と
い
っ
た
場
合
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
損
害
発
生
の
可
能
性
が
常
に
あ
る
。「
物
事
の
自
然
の
成
り
行
き
か
ら
す
る
と
、
損
害
の
発
生

が
確
実
で
あ
る
か
、
高
度
の
蓋
然
性
が
あ
る
と
き
、
直
ち
に
防
禦
手
段
が
と
ら
れ
な
い
場
合
、
あ
る
い
は
、
換
言
す
る
と
、
異
常
な
状
態

が
人
の
経
験
及
び
所
与
の
事
態
の
自
然
の
推
移
か
ら
す
る
と
損
害
に
激
変
し
か
ね
な
い
と
き
、『
現
在
の
』
の
危
難
が
認
め
ら

63
）

れ
る
」。
そ

の
典
型
例
は
、
恒
久
的
に
危
険
の
あ
る
状
態（
継
続
危
難
）で

64
）

あ
る
。
例
え
ば
、
い
つ
何
時
倒
壊
し
か
ね
な
い
老
朽
化
し
た
建
築
物
、

65
）

橋
梁
、

い
つ
何
時
暴
力
を
振
る
い
か
ね
な
い
社
会
に
危
険
な
精
神
障
害
者
を
一
時
的
に
監
禁

66
）

す
る
と
か
、
支
払
期
限
を
明
示
す
る
こ
と
な
く
、
金

を
持
っ
て
こ
な
け
れ
ば
生
命
・
身
体
に
危
害
を
及
ぼ
す
と
い
っ
て
脅
す
場
合
で

67
）

あ
る
。
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問
題
と
な
る
の
は
、
多
少
の
時
間
が
経
過
し
て
初
め
て
損
害
の
発
生
す
る
虞
が
あ
る
が
（
将
来
危
難
）、
直
ち
に
行
動
を
と
ら
な
い
と
、

後
に
損
害
の
発
生
を
効
果
的
に
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
っ
た
場
合
で

68
）

あ
る
。
例
え
ば
、
辺
鄙
な
と
こ
ろ
に
あ
る
旅
館
経
営
者
甲
が
、

同
旅
館
内
に
あ
る
酒
場
に
最
後
ま
で
残
っ
て
い
た
客
の
乙
と
丙
が
酒
場
の
閉
店
後
甲
に
強
盗
を
働
く
相
談
を
し
て
い
る
の
を
偶
然
聞
い

て
、
こ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
甲
は
乙
と
丙
の
注
文
し
た
飲
み
物
に
睡
眠
薬
を
入
れ
て
眠
ら
せ
、
難
を
逃
れ
た
と
か
（
レ
ン
ク
ナ
ー

69
）

の
例
）、

家
の
暴
君
が
家
族
の
者
に
暴
行
を
加
え
た
後
寝
込
ん
で
い
る
が
、
覚
醒
す
る
と
ま
た
暴
行
に
及
ぶ
こ
と
が
予
期
で
き
る
と
い
っ
た

70
）

場
合
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
般
的
に
は
、「
正
当
防
衛
に
似
た
状
況
」と
云
え
る
が
、
し
か
し
、
正
当
防
衛
の
急
迫
性
の
要
件
を
充
足
し
な
い

事
例
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
は
予
防
防
衛
と
も
呼
ば
れ
る
（P

raventivnotw
ehr

）。
こ
れ
も
「
現
在
」
の
危
難
に
含
め
る
べ
き
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
正
当
化
緊
急
避
難
と
い
う
の
は
、
事
の
成
り
行
き
に
任
せ
る
と
損
傷
さ
れ
る
か
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
毀
滅
さ
れ
か
ね
な
い

法
益
を
ま
だ
可
能
な
ら
ば
保
全
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
衝
突
を
解
決
す
る
制
度
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
益
侵
害
が
急
迫
の
と
き
に
正
当

防
衛
行
為
は
許
さ
れ
る
の
だ
が
、
し
か
し
、
こ
の
時
点
で
は
法
益
保
護
が
も
は
や
手
遅
れ
で
あ
る
と
か
、
侵
害
者
に
死
傷
と
い
う
重
大
な

結
果
が
生
ず
る
の
が
必
定
だ
と
い
う
場
合
、「
急
迫
」の
侵
害
の
認
め
ら
れ
な
い
段
階
で
の
早
期
の
且
つ
い
た
わ
り
の
あ
る
予
防
的
防
衛
に

少
な
く
と
も
、
緊
急
避
難
の
「
現
在
」
の
危
難
の
要
件
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で

71
）

あ
る
。
も
と
よ
り
、
現
在
性
の
要
件
の
ほ
か
に
、
補
充
性
、

優
越
的
利
益
の
検
証
も
必
要
で
あ
る
。

結
局
、
損
害
の
発
生
を
確
実
に
防
ぐ
に
は
直
ち
に
対
抗
措
置
を
採
ら
ね
ば
な
ら
な
い
場
合
に
も
、
現
在
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
緊
急

避
難
の
要
件
で
あ
る
現
在
性
は
正
当
防
衛
の
要
件
で
あ
る
急
迫
性
と
一
致
せ
ず
、
前
者
は
後
者
よ
り
も
広
い
概
念
で

72
）

あ
る
。
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Ⅲ

緊
急
避
難
行
為

１

総
説

緊
急
避
難
行
為
と
は
「
や
む
を
得
ず
に
し
た
行
為
」
で
あ
る
が
、「
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
害
が
避
け
よ
う
と
し
た
害
の
程

度
を
超
え
な
か
っ
た
場
合
に
限
」
ら
れ
る
。
緊
急
避
難
行
為
で
は
、
行
為
者
の
侵
害
権
能
、
つ
ま
り
、
ど
の
よ
う
な
行
為
が
許
さ
れ
る
か

が
問
題
と
な
る
。
一
般
に
、「
や
む
を
得
ず
し
た
」と
は
、
危
難
を
避
け
る
た
め
の
唯
一
の
方
法
で
あ
っ
て
、
他
に
と
る
べ
き
途
が
な
か
っ

た
こ
と
を
意
味

73
）

す
る
と
解
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
無
関
与
の
他
人
の
法
益
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
、

基
本
的
に
緊
急
避
難
行
為
に
要
求
さ
れ
る
べ
き
は
、
そ
れ
が
保
全
利
益
を
維
持
す
る
た
め
の
適
格
な
行
為
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、「
唯
一
の

手
段
」（
一
般
に
、
他
の
方
法
に
よ
り
危
難
を
回
避
し
得
な
い
場
合
に
補
充
的
に
認
め
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
補
充
の
原
則
と
も
呼
ば
れ
て

い
る
。G

rundsatz der S
ubdiaritat

）
で
あ
る
こ
と
、
な
い
し
、
そ
の
救
助
の
た
め
の
最
後
の
手
段
（ultim

a ratio

）
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
が
要
求
さ
れ
、
さ
ら
に
、
保
全
法
益
と
侵
害
法
益
の
衡
量
、
緊
急
避
難
行
為
の
相
当
性
も
要
求
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

正
当
防
衛
行
為
に
比
べ
て
、
緊
急
避
難
行
為
は
い
っ
そ
う
制
限
的
で
あ
る
。
緊
急
避
難
行
為
の
前
提
要
件
は
そ
の
実
行
の
時
点
に
判
断
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
事
前
の
客
観
的
判
断
で
あ
る
。
避
難
行
為
の
限
界
を
超
え
た
と
き
は
過
剰
避
難
の
問
題
と

74
）

な
る
。

２

適
格
性

無
関
与
の
第
三
者
が
無
用
の
、
つ
ま
り
、
無
意
味
な
被
害
者
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
緊
急
避
難
行
為
の
基

本
的
前
提
は
、
行
為
が
危
険
に
晒
さ
れ
て
い
る
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
客
観
的
な
事
前
の
観
点
か
ら
見
て
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る（
客
観
的
適
性
）。
す
な
わ
ち
、
行
為
に
、
切
迫
す
る
危
険
を
回
避
す
る
た
め
に
、
な
い
し
、
脅
威
に
晒
さ
れ
て
い
る
利
益
を
維
持
す

る
た
め
に
、
実
際
に
重
要
な
見
込
み
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
救
助
な
い
し
保
全
の
見
込
み
）。
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し
た
が
っ
て
、
保
全
利
益
を
救
助
す
る
見
込
み
が
な
い
と
か
、
そ
の
見
込
み
を
著
し
く
高
め
る
こ
と
の
な
い
行
為
は
正
当
化
さ
れ
な
い
。

救
助
す
る
の
に
客
観
的
に
見
て
不
十
分
な
場
合
と
法
益
を
毀
損
す
る
場
合
が
あ
る
。
前
者
の
場
合
と
し
て
、
病
人
を
病
院
に
搬
送
す
る
た

め
に
、
見
通
し
の
よ
く
な
い
曲
が
り
角
の
内
側
を
走
行
す
る
こ
と
は
、
僅
か
に
時
間
を
節
約
す
る
に
す
ぎ
ず
、
救
助
の
見
込
み
を
高
め
る

こ
と
に
な
ら

75
）

な
い
。
同
様
に
、
酩
酊
し
て
い
る
医
師
が
救
助
を
要
す
る
者
に
急
行
す
る
た
め
に
自
動
車
運
転
す
る
が
、
し
か
し
、
適
時
に

到
着
し
て
も
、
当
該
医
師
に
は
酩
酊
の
た
め
に
初
め
か
ら
救
助
行
為
を
で
き
る
よ
う
な
状
態
に
な
い
と
き
、
当
該
行
為
は
正
当
化
さ
れ

76
）

な
い
。
後
者
の
場
合
と
し
て
、
癌
の
末
期
患
者
を
激
痛
か
ら
解
放
す
る
た
め
に
積
極
的
に
殺
害
す
る
行
為
は
正
当
化
さ
れ

77
）

な
い
。

正
当
防
衛
と
は
異
な
っ
て
、
他
人
の
法
益
へ
の
侵
害
は
、
そ
の
切
迫
す
る
不
利
益
を
免
れ
る
た
め
に
不
可
欠
の
場
合
に
の
み
、
必
要
で

あ
る
。
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
そ
の
行
為
に
煩
わ
し
さ
が
伴
っ
て
も
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
猛
犬
に
襲
わ
れ

命
が
危
な
い
と
き
で
も
、
垣
根
を
飛
び
越
え
て
難
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら

78
）

な
い
。

３

手
段
の
唯
一
性

適
格
性
の
あ
る
行
為
が
複
数
あ
る
と
き
、
相
対
的
に
最
も
穏
や
か
な
行
為
が
選
択
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
他
人
の
利
益
を
そ
れ
ほ
ど
侵
害
す
る
こ
と
な
く
、
危
難
に
あ
る
法
益
を
救
助
す
る
他
の
方
法
と
い
う
も
の
が
存
在
し
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
の
制
限
的
規
準
の
故
に
、
緊
急
避
難
行
為
の
「
最
後
の
手
段
機
能
（U

ltim
a-R
atio-

79
）

F
unk
tion

）」
と
云
わ
れ

る
。
最
判
昭
和
二
八
・
一
二
・
二
五
刑
集
七
・
一
三
・
二
六
七
一
は
、
機
関
車
が
狩
勝
ト
ン
ネ
ル
を
通
過
す
る
際
、
ト
ン
ネ
ル
内
で
の
熱

気
の
上
昇
、
有
毒
ガ
ス
の
発
生
等
に
よ
り
窒
息
呼
吸
困
難
火
傷
等
の
生
ず
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
、
機
関
車
乗
務
員
が
列
車
を
三
割
減

車
す
る
行
為
は
已
む
を
得
ず
し
た
も
の
と
認
定
し
て
緊
急
避
難
の
成
立
を
肯
定
し
た
が
、
最
判
昭
和
三
五
・
二
・
四
刑
集
一
四
・
一
・
六

一
（
前
掲
注
65
）
は
、「
現
在
の
危
難
」
の
存
在
を
否
定
し
た
上
で
、「
仮
に
本
件
吊
橋
が
原
審
認
定
の
よ
う
に
切
迫
し
た
危
険
な
状
態
に
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あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
に
は
、
通
行
制
限
の
強
化
そ
の
他
適
当
な
手
段
、
方
法
を
講
ず
る
余
地
の
な
い
こ
と
は

な
く
、
本
件
に
お
け
る
よ
う
に
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
を
使
用
し
て
こ
れ
を
爆
破
し
な
け
れ
ば
右
危
険
を
防
止
し
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
は
到
底

認
め
ら
れ
な
い
」
と
し
て
、
緊
急
避
難
の
成
立
を
否
定

80
）

し
た
。

保
全
利
益
の
救
助
の
た
め
に
複
数
の
同
値
の
行
為
選
択
肢
が
あ
る
と
き
、
不
必
要
に
他
人
の
法
益
に
損
害
を
与
え
な
い
選
択
肢
が
採
ら

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
負
傷
者
を
救
助
す
る
た
め
に
乗
用
自
動
車
一
台
を
必
要
と
す
る
と
き
、
行
為
者
は
ど
の
自
動
車
を
利
用
し

て
も
救
助
の
見
込
み
に
変
わ
り
が
な
い
と
き
、
他
人
の
自
動
車
で
は
な
く
、
自
分
の
自
動
車
を
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら

81
）

な
い
。
湖
上
で
溺

れ
て
い
る
者
を
救
助
す
る
た
め
に
、
湖
岸
に
並
ん
で
い
る
そ
れ
ぞ
れ
所
有
者
を
異
に
す
る
小
船
を
利
用
す
る
し
か
な
く
、
救
助
の
際
小
船

の
多
少
の
損
壊
を
伴
う
場
合
、
行
為
者
は
複
数
の
小
船
か
ら
一
艘
を
選
択
し
て
さ
し
つ
か
え

82
）

な
い
。

救
助
の
た
め
に
唯
一
の
手
段
し
か
な
い
と
き
、
こ
の
手
段
を
ど
の
よ
う
に
用
い
て
も
危
難
の
発
生
を
阻
止
で
き
る
と
き
、
こ
の
手
段
は

で
き
る
だ
け
穏
や
か
な
方
法
で
用
い
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
、
雪
山
登
山
者
が
吹
雪
で
凍
死
す
る
の
を
避
け
る
た
め
、
施
錠
の
し

て
あ
る
山
小
屋
に
避
難
す
る
と
き
、
先
ず
、
錠
を
こ
じ
開
け
る
こ
と
を
試
み
る
べ
き
で
あ
り
、
初
め
か
ら
扉
を
叩
き
壊
し
て
は
な
ら

83
）

な
い
。

４

保
全
法
益
の
優
越
性

ａ

総
説

緊
急
避
難
に
お
い
て
は
、
あ
る
法
益
が
他
の
法
益
を
犠
牲
に
し
て
保
護
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
救
助
さ
れ
る
べ
き
法
益
が
、

救
助
の
た
め
に
侵
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
法
益
と
衝
突
す
る
。
そ
れ
故
、
危
険
に
よ
っ
て
切
迫
す
る
害
と
救
助
行
為
に
伴
う
害
と
が
衡
量
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さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
緊
急
避
難
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
の
は
、
明
ら
か
に
よ
り
重
い
不
利
益
が
生
ず
る
の
を
阻
止
す
る
た
め
に

生
じ
る
法
益
侵
害
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
価
値
的
優
越
は
一
義
的
な
い
し
疑
問
の
余
地
が
無
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

避
難
行
為
は
無
関
与
の
者
の
法
益
を
犠
牲
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
法
秩
序
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
る
忍
受
義
務
を
負
う
者
の
処
分
権
も
侵
害

す
る
か
ら
で

84
）

あ
る
。
価
値
の
肯
定
の
判
断
に
あ
た
っ
て
は
、
法
益
衡
量
及
び
利
益
衡
量
か
ら
出
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、

法
益
相
互
の
抽
象
的
価
値
関
係
が
決
定
的
意
味
を
有
す
る
の
で
な
く
、
保
全
利
益
が
具
体
的
状
況
の
中
で
よ
り
保
護
に
値
す
る
か
否
か
が

重
要
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
益
だ
け
が
対
立
し
て
い
る
の
で
な
く
、
利
益
も
対
立
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
利
益
に

は
法
益
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
他
の
利
益
も
含
ま

85
）

れ
る
。
そ
の
他
の
利
益
は
、
法
規
範
ば
か
り
で
な
く
、「
社
会
規
範
」に
も
依
拠
さ
れ
う

る
。
例
え
ば
、
形
見
な
ど
の
被
害
者
の
個
人
的
主
観
的
利
益
も
含
ま

86
）

れ
る
。

救
助
さ
れ
る
保
全
利
益
の
一
義
的
優
越
性
は
帰
属
原
理
（Z

urechnungsprinzip

）
に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な

わ
ち
、
侵
害
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
者
の
法
益
の
領
域
で
危
険
が
発
生
し
、
こ
の
危
険
源
が
侵
害
さ
れ
る
者
に
規
範
的
に
帰
属
さ
れ
う
る
場

合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
例
外
的
に
、
保
全
利
益
が
比
較
的
僅
か
に
優
越
す
る
に
過
ぎ
な
い
と
か
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
侵
害
法
益
に
等
し

い
場
合
で
も
、
緊
急
避
難
行
為
は
許
さ
れ
る
。
極
端
な
場
合
に
は
、
自
己
帰
属
の
程
度
に
よ
っ
て
は
、
自
己
帰
属
原
理
が
優
位
に
立
つ
こ

と
す
ら
あ
り
う
る
。
危
険
の
発
生
し
た
法
益
領
域
へ
の
侵
害
は
、
必
要
性
の
範
囲
内（
唯
一
の
手
段
）で
あ
れ
ば
、
緊
急
避
難
行
為
に
よ
っ

て
発
生
す
る
損
害
が
危
険
と
不
釣
合
い
で
無
い
か
ぎ
り
許
さ
れ
る
（
帰
属
原
理
の
法
益
衡
量
原
則
に
よ
る
修
正
）。
こ
う
い
っ
た
事
情
は
、

法
益
衡
量
と
並
ん
で
、
衝
突
す
る
利
益
の
評
価
に
あ
た
っ
て
考
慮
さ
れ
、忍
受
義
務
を
広
げ
る
の
で
あ
る
。い
わ
ゆ
る
対
物
防
衛（S

achw
e-

hr

）
が
典
型
的
例
で
あ
る
。
法
益
は
甲
の
獰
猛
な
血
統
書
つ
き
の
価
値
の
高
い
犬
が
乙
の
雑
種
犬
を
襲
い
、
か
み
殺
そ
う
と
し
て
い
る
と

き
、
乙
が
携
帯
し
て
い
た
棍
棒
で
甲
の
犬
の
片
目
を
つ
ぶ
す
と
い
っ
た
場
合
、
乙
の
損
壊
行
為
は
法
益
衡
量
原
則
か
ら
は
正
当
化
さ
れ
な
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い
が
、
甲
は
そ
の
所
有
す
る
犬
か
ら
生
ず
る
危
険
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
衝
突
す
る
法
益
間
に
極
端
な
不
均
衡
が
無
い
限
り
、

つ
ま
り
、
極
め
て
僅
か
な
価
値
の
物
が
極
め
て
価
値
の
あ
る
物
を
犠
牲
に
し
て
救
助
さ
れ
な
い
限
り
、
危
険
な
物
の
損
壊
は
許
さ

87
）

れ
る
。

自
己
帰
属
原
理
は
、
危
険
が
関
与
者
自
身
か
ら
発
生
し
た
場
合
に
も
適
用
可
能
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
防
禦
的
緊
急
避
難（V

erteidigung-

snotstand,D
efensiver N

otstand

）で

88
）

あ
る
。
自
動
車
を
運
転
し
て
い
た
甲
は
路
上
で
そ
れ
と
は
判
別
で
き
な
い
油
痕
の
上
で
滑
っ
て

操
縦
不
能
な
り
、
乙
に
向
か
っ
て
滑
っ
て
ぶ
つ
か
り
そ
う
に
な
る
が
、
そ
れ
を
目
撃
し
た
貨
物
自
動
車
を
運
転
し
て
い
た
丙
が
甲
の
車
に

ぶ
つ
け
て
、
乙
は
助
か
っ
た
が
、
甲
は
負
傷
し
た
と
い
う
場
合
、
甲
と
乙
の
法
益
は
同
価
値
で
あ
る
が
、
危
険
が
甲
の
領
域
か
ら
生
じ
て

い
る
の
で
、
丙
の
行
為
は
正
当
化
さ
れ
る
。
自
動
車
運
転
と
い
う
許
さ
れ
た
、
し
か
し
、
危
険
な
活
動
か
ら
利
益
を
得
る
者
は
、
そ
こ
か

ら
生
ず
る
不
利
益
を
む
し
ろ
無
関
与
者
よ
り
も
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で

89
）

あ
る
。

防
禦
的
緊
急
避
難
に
お
い
て
は
、
誰
も
自
己
の
生
命
、
身
体
へ
の
危
難
を
引
き
受
け
る
必
要
は
な
い
。
し
か
し
、
人
が
危
険
源
で
あ
っ

て
も
、
人
の
生
命
は
防
禦
的
緊
急
避
難
に
お
い
て
も
侵
害
の
許
さ
れ
な
い
法
益
で
あ
る
。
危
難
を
他
人
の
生
命
を
犠
牲
に
し
て
し
か
避
け

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
正
当
化
緊
急
避
難
は
認
め
ら
れ

90
）

な
い
。

他
面
、
危
険
が
脅
か
さ
れ
て
い
る
者
の
領
域
に
発
生
し
、
こ
の
者
が
こ
れ
に
意
識
的
に
晒
す
と
か
、
危
険
に
「
責
め
」
を
負
う
場
合
に

は
、
厳
格
な
要
件
の
下
で
の
み
、
つ
ま
り
、
救
助
さ
れ
る
べ
き
法
益
が
圧
倒
的
に
大
き
い
場
合
に
の
み
許
さ

91
）

れ
る
。

ｂ

法
益
比
較

保
全
利
益
と
侵
害
利
益
を
全
体
的
に
衡
量
す
る
た
め
の
第
一
歩
は
法
益
の
抽
象
的
評
価
で
あ
る
。
そ
の
価
値
格
差
は
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特
に
法
定
刑
に
現
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
価
値
的
に
見
て
、「
人
」
の
命
は
「
胎
児
」
の
命
よ
り
も
重
い
。
し
か
し
、
刑
法
に
よ
る
保
護
は

断
片
的
で
あ
っ
て（
刑
法
の
断
片
性
）、
構
成
要
件
化
さ
れ
て
い
な
い
利
益
が
軽
い
わ
け
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
法
秩
序
全
体
、
と
り

わ
け
基
本
権
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

92
）

な
い
。
こ
う
い
っ
た
衡
量
を
図
式
的
に
行
な
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
大
雑
把
に
言
う
と
、
人

格
と
結
び
つ
き
、
そ
の
尊
厳
と
分
か
ち
が
た
く
繫
が
っ
て
い
る
価
値
は
単
な
る
物
的
法
益
よ
り
も
優
位
に
あ
る
。
こ
れ
に
加
わ
え
て
、
損

害
の
程
度
（
傷
害
の
程
度
、
財
産
損
害
の
程
度
）、
損
害
の
発
生
す
る
蓋
然
性
が
考
慮
さ

93
）

れ
る
。

価
値
秩
序
の
頂
点
に
あ
る
の
は
人
の
生
命
で
あ
る
。
そ
れ
は
法
秩
序
が
個
人
に
保
障
す
る
最
上
位
の
法
益
で
あ
り
、
し
か
も
、
一
身
的

性
格
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
は
正
当
化
緊
急
避
難
の
範
囲
内
で
許
さ
れ
る
侵
害
利
益
で
は
な
い
。
他
人
の
生
命
を
救
助
す
る
場
合
で
す
ら
、

生
命
対
生
命
の
衝
突
の
故
に
、
緊
急
避
難
は
正
当
化
さ
れ

94
）

な
い
。
生
命
と
い
う
最
高
の
法
益
を
量
化
し
た
り
（
一
人
の
生
命
対
複
数
の
生

命
）、
差
異
化
し
た
り
（
例
え
ば
、
幼
児
対
老
人
）
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
唯
一
人
の
人
の
生
命
は
、
こ
れ
が
犠
牲
に
な
れ
ば
多
数
の

者
を
救
助
で
き
る
場
合
で
も
、
尊
重
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で

95
）

あ
る
。
例
え
ば
、
制
禦
不
能
に
な
っ
た
列
車
を
丁
度
工
事
中
の
待
避
線
に

誘
導
し
て
作
業
員
に
多
数
の
死
傷
者
を
出
し
た
が
、
さ
も
な
け
れ
ば
他
の
列
車
と
衝
突
し
て
も
っ
と
多
く
の
死
傷
者
が
出
た
で
あ
ろ
う
と

い
う
場
合
で
あ
る（
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル

96
）

の
例
）。
同
じ
こ
と
は
、
人
の
生
命
の
位
置
価
値
と
か
人
の
余
命
に
よ
っ
て
社
会
的
又
は
医
学
的
に
差

異
化
す
る
こ
と
に
も
妥
当
す
る
。
例
え
ば
、
積
極
的
安
楽
死
に
お
い
て
、
苦
痛
の
緩
和
と
い
う
価
値
が
生
命
そ
れ
自
体
よ
り
も
高
い
と
は

い
え
な
い
し
、
生
命
の
価
値
が
そ
の
余
命
の
時
間
に
よ
っ
て
変
わ
る
わ
け
で
も

97
）

な
い
。
自
殺
の
場
合
で
も
、
人
の
生
命
は
最
上
位
に
あ
る
。

こ
の
場
合
、
自
己
決
定
権
と
い
う
も
の
は
認
め
ら
れ
ず
、
自
殺
を
阻
止
す
る
強
制
措
置
を
採
る
こ
と
は
許
さ
れ
、
緊
急
避
難
に
よ
っ
て
正

当
化
さ

98
）

れ
る
。
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逆
に
、
人
の
生
命
の
保
全
の
た
め
の
利
益
・
法
益
衡
量
の
領
域
で
、
物
質
的
価
値
ば
か
り
で
な
く
、
他
の
、
よ
り
劣
る
人
的
法
益
へ
の

侵
害
は
許
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
高
速
道
路
で
下
車
し
た
女
性
が
、
ひ
ど
く
酔
っ
払
っ
て
方
向
感
覚
を
な
く
し
て
い
た
が
、
そ
れ
で
も
運
転

者
に
再
乗
車
を
拒
否
し
た
場
合
、
生
命
、
身
体
に
差
し
迫
っ
た
危
険
が
あ
る
の
で
、
こ
の
女
性
を
力
ず
く
で
も
乗
用
車
に
乗
せ
る
こ
と
は

許
さ

99
）

れ
る
。

私
的
領
域
、
私
的
生
活
の
保
護
の
た
め
の
医
師
等
の
守
秘
義
務
（
刑
法
第
一
三
四
条
）
も
具
体
的
に
差
し
迫
る
第
三
者
の
生
命
、
身
体

へ
の
損
害
に
劣
位
す
る
。
例
え
ば
、
伝
染
病
に
罹
患
し
て
い
る
分
別
の
無
い
患
者
の
周
り
に
い
る
関
係
者
に
そ
の
伝
染
の
危
険
性
を
警
告

す
る
こ
と
は
許
さ

100
）

れ
る
。

人
格
に
か
か
わ
る
価
値
が
対
立
す
る
と
き
、
基
本
的
に
は
高
い
価
値
が
決
定
的
意
味
を
有
す
る
。
た
だ
し
、
保
全
利
益
と
侵
害
利
益
に

発
生
す
る
損
害
の
危
険
の
程
度
が
具
体
的
事
情
に
即
し
て
衡
量
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
下
記
ｃ
参
照
）。

人
格
に
か
か
わ
る
法
益
が
物
的
法
益
と
衝
突
す
る
と
き
、
基
本
的
に
は
、
生
命
、
身
体
の
完
全
性
な
い
し
健
康
、
自
由
と
い
っ
た
人
格

に
拘
束
さ
れ
る
価
値
が
、
所
有
権
、
占
有
、
財
産
と
い
っ
た
物
的
法
益
に
優
越

101
）

す
る
。
例
え
ば
、
離
婚
訴
訟
に
お
け
る
証
明
の
た
め
に
配

偶
者
の
第
三
者
と
の
電
話
会
話
を
秘
密
録
音
・
盗
聴
す
る
こ
と
に
つ
い
て（
有
線
電
気
通
信
法
第
九
条
）、
私
的
生
活
、
家
庭
生
活
、
住
居
、

信
書
交
通
の
尊
重
を
要
求
す
る
権
利
は
他
の
配
偶
者
の
不
倫
関
係
を
証
明
す
る
利
益
よ
り
も
価
値
が
高
い
。
離
婚
か
ら
生
ず
る
財
産
法
上

の
不
利
益
も
電
話
会
話
の
秘
密
維
持
へ
の
人
格
権
を
凌
駕
し
え

102
）

な
い
。
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し
か
し
、
人
格
権
へ
の
軽
微
な
侵
害
（
例
え
ば
、
軽
い
傷
害
と
か
強
要
等
）
は
重
要
な
物
的
価
値
の
救
助
の
た
め
に
許
さ
れ
る
こ
と
が

103
）

あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
証
拠
方
法
を
得
る
行
為
が
構
成
要
件
に
該
当
す
る
と
き
、
そ
れ
は
正
当
化
さ
れ
な
い
と
い
う

104
）

原
則
は
、
証
明
の
利

益
が
明
白
に
凌
駕
す
る
と
き
、
例
え
ば
、
こ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
刑
事
訴
追
を
免
れ
る
と
か
、
刑
事
裁
判
で
無
罪
を
得
ら
れ
る
と
い
っ
た

場
合
、
そ
の
他
、
財
産
法
上
の
重
要
な
利
益
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
き
に
は
破
ら

105
）

れ
る
。

物
的
法
益
だ
け
が
対
立
す
る
と
き
、
そ
れ
ら
の
評
価
は
量
的
規
準
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
で
も
、
保
全
利
益
は
一
義
的
に

よ
り
高
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
他
人
の
消
火
器
は
炎
に
包
ま
れ
そ
う
な
自
動
車
よ
り
も
明
ら
か
に
価
値
が

106
）

低
い
。

ｃ

危
険
と
救
助
の
見
込
み

利
益
衡
量
に
あ
た
っ
て
は
、
法
益
の
抽
象
的
価
値
だ
け
で
な
く
、
保
全
利
益
へ
の
具
体
的
危
険
状
態
、

救
助
の
見
込
み
も
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
避
難
行
為
は
危
難
の
事
前
予
測
を
前
提
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
保
全
利
益
を

救
助
で
き
る
蓋
然
性
と
救
助
行
為
が
も
た
ら
す
侵
害
利
益
の
発
生
の
可
能
性
が
衡
量
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
救
助
行
為
に
よ
っ
て
、

他
人
の
よ
り
高
価
値
の
利
益
を
侵
害
す
る
可
能
性
は
低
い
が
、
自
分
の
よ
り
低
価
値
の
利
益
を
救
助
す
る
見
込
み
は
大
き
い
場
合
、
当
該

行
為
は
正
当
化
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
他
人
の
よ
り
高
価
値
の
利
益
に
現
実
に
損
害
が
発
生
し
て
も
、
避
難
行
為
は
正
当
化
さ

107
）

れ
る
。
例

え
ば
、人
ご
み
の
中
で
落
と
し
た
装
身
具
を
拾
い
上
げ
る
た
め
に（
そ
れ
自
体
よ
り
低
価
値
の
財
物
を
救
助
す
る
こ
と
の
見
込
み
が
高
い
）、

側
に
い
る
者
を
突
き
飛
ば
す
（
傷
害
の
危
険
性
は
低
い
）
者
は
緊
急
避
難
に
よ
り
正
当
化
さ

108
）

れ
る
。
自
転
車
運
転
者
が
、
突
然
現
れ
た
自

動
車
と
の
正
面
衝
突
を
避
け
る
た
め
、
歩
道
に
回
避
し
た
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
歩
行
者
を
押
し
倒
す
危
険
を
冒
す
場
合
、
歩
行
者
に

重
傷
を
負
わ
せ
る
と
か
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
殺
し
て
し
ま
う
危
険
性
は
き
わ
め
て
低
い
の
で
、
当
該
避
難
行
為
は
正
当
化
さ
れ
る
。
し
か
し
、

モ
ー
タ
ー
バ
イ
ク
運
転
者
が
回
避
し
た
場
合
、歩
行
者
の
生
命
、身
体
へ
の
危
険
性
は
大
き
い
の
で
、当
該
避
難
行
為
は
正
当
化
さ
れ

109
）

な
い
。
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ド
イ
ツ
の
裁
判
例
に
、
並
列
タ
イ
ヤ
に
煉
瓦
石
が
挟
ま
っ
た
状
態
で
貨
物
自
動
車
を
運
転
し
て
い
る
者
に
警
告
す
る
た
め
に
、
法
定
速

度
を
超
過
し
て
そ
の
自
動
車
を
追
い
越
す
の
は
緊
急
避
難
行
為
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
石
が
外
れ
て
飛
び
出
し
、

重
い
損
害
を
生
じ
か
ね
な
い
危
険
は
短
時
間
の
超
過
速
度
運
転
の
危
険
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
い
か
ら
で

110
）

あ
る
。
事
故
の
被
害
者
や
重
病

人
を
治
療
に
最
適
の
病
院
へ
超
過
速
度
運
転
で
搬
送
す
る
場
合
も
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
深
刻
な
損
傷
が
発
生
す
る
と
き
、
当
該
抽
象
的
危

険
行
為
は
正
当
化
さ

111
）

れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
負
傷
者
を
救
助
す
る
た
め
に
、
他
人
を
具
体
的
に
危
険
に
危
険
に
晒
す
こ
と
は
許
さ
れ
な

い
。
自
殺
を
試
み
て
生
命
に
危
な
い
状
態
に
あ
る
女
性
友
達
を
救
助
す
る
た
め
に
、
他
の
車
両
の
運
転
者
に
損
害
の
発
生
す
る
こ
と
が
ほ

ぼ
不
可
避
と
思
わ
せ
る
ほ
ど
に
、
何
箇
所
か
の
交
差
点
の
赤
信
号
を
無
視
し
て
高
速
運
転
す
る
こ
と
は
許
さ
れ

112
）

な
い
。
し
か
し
、
重
大
な

故
障
の
あ
る
車
両
を
違
法
に
後
方
運
転
し
て
高
速
自
動
車
道
か
ら
抜
け
出
る
行
為
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
し
か
、
故
障
車
両
を
そ
の
ま
ま
前

方
運
転
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
た
で
あ
ろ
う
、
身
体
、
生
命
、
所
有
権
に
対
す
る
直
接
の
危
険
を
避
け
ら
れ
な
い
と
き
、
正
当
化
さ

113
）

れ
る
。

重
病
人
を
救
助
す
る
た
め
に
、
酔
っ
払
い
状
態
で
自
動
車
を
搬
送
運
転
す
る
場
合
も
、
な
お
具
体
的
危
険
を
伴
わ
な
い
ほ
ど
の
運
転
能
力

が
残
っ
て
い
る
と
き
、
電
話
で
救
助
を
求
め
る
と
か
、
タ
ク
ス
イ
ー
を
呼
ぶ
と
か
の
他
の
方
法
が
採
れ
な
い
限
り
、
当
該
行
為
は
正
当
化

さ

114
）

れ
る
。

注46
）

F
u
ch
s,
(F
n
.43),

17.
K
a
p R
n 55;

L
ew
isch
,
(F
n
.42),

N
a
ch
b
em
 
zu

3 R
n 30.

47
）

反
対
、
札
幌
高
函
館
支
判
昭
和
二
五
・
七
・
二
八
高
刑
特
一
二
・
一
八
三
〔
経
営
上
の
困
難
か
ら
闇
物
資
を
購
入
し
た
と
い
う
物
価
統
制
令
違
反
事
件
〕

「
刑
法
三
七
条
に
所
謂
自
己
又
は
他
人
の
生
命
、
身
体
若
く
は
財
産
に
対
す
る
現
在
の
危
難
と
は
、
個
人
の
右
法
益
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
状
態
を
い
う

の
で
あ
っ
て
、
之
を
、
会
社
、
組
合
等
の
法
人
ま
た
は
こ
れ
に
類
す
る
社
団
、
財
団
に
ま
で
拡
張
し
て
解
す
べ
き
も
の
で
は
な
」
い
。

48
）

参
照
、
山
中
（
注
33
）
五
二
〇
頁
。
貞
操
や
名
誉
を
「
身
体
」
や
「
自
由
」
に
準
じ
て
緊
急
避
難
を
為
し
う
る
と
す
る
の
が
、
大
塚
（
注
27
）
四
〇
一
頁
、
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川
端
（
注
26
）
三
六
六
頁
。
大
場
（
注
38
）
五
七
九
頁
は
、
生
命
・
身
体
・
自
由
・
財
産
に
限
定
し
、
名
誉
に
対
す
る
危
難
を
含
め
な
い
。

49
）

S
tein
in
g
er
,
(F
n
.45),

11.
K
a
p R
n 52;

K
ien
a
p
fel /
H
o
p
fel,
(F
n
.45),

Z 12 R
n 11;

T
riffterer

,
(F
n
.42),

12.
K
a
p R
n 140

（
正
当
化
緊
急
避
難

に
お
い
て
保
全
法
益
が
意
味
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
僅
か
な
不
利
益
の
場
合
に
、
無
関
与
者
が
被
害
者
に
な
る
こ
と
を
連
帯
義
務

が
要
求
し
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
）。

50
）

K
ien
a
p
fel /
H
o
p
fel,
(F
n
.45),

Z 12 R
n 10.

木
村
（
注
34
）
二
七
一
頁
、
内
藤
（
注
31
）
四
二
九
頁
、
中
山
（
注
31
）
二
七
六
頁
、
内
田
（
注
４
）
一

九
八
頁
、
山
中
（
注
33
）
五
二
一
頁
、
浅
田
（
注
32
）
二
四
八
頁
。
こ
れ
に
対
し
て
、
国
家
的
法
益
や
社
会
的
法
益
に
つ
い
て
も
緊
急
避
難
を
認
め
る
の
が
、

團
藤
（
注
23
）
二
四
七
頁
、
大
塚
（
注
27
）
四
〇
一
頁
、
福
田
平
『
全
訂
刑
法
総
論
』﹇
第
五
版
﹈
二
〇
一
一
年
・
一
六
六
頁
注
５
、
川
端
（
注
26
）
三
六
六

頁
。
な
お
、
大
谷
（
注
26
）
三
〇
三
頁
「
超
法
規
的
緊
急
避
難
を
認
め
て
社
会
的
相
当
行
為
（
35
条
）
と
し
て
違
法
性
を
阻
却
す
る
」。

51
）

R
o
xin
,
(F
n
.42),

16 R
n 54.

浅
田
（
注
32
）
二
四
九
頁
、
福
岡
高
判
昭
和
三
八
・
七
・
五
下
刑
集
五
・
七＝

八
・
六
四
七
（
合
法
的
な
逮
捕
の
危
険

が
差
し
迫
っ
て
い
る
こ
と
、
法
律
に
基
づ
く
刑
罰
権
の
発
動
と
し
て
の
裁
判
権
の
行
使
を
原
因
と
す
る
制
裁
が
科
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
内
国
の
も
の
で
あ
る

と
外
国
の
も
の
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、「
危
難
」
で
は
な
い
）、
福
岡
高
判
昭
和
四
〇
・
九
・
一
七
下
刑
集
七
・
九
・
一
七
七
八
（
日
本
国
憲
法
に
お
い
て
遡

及
刑
罰
立
法
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
が
、
外
国
で
の
遡
及
処
罰
の
虞
が
あ
る
場
合
に
、
出
入
国
管
理
令
に
違
反
し
て
密
入
国
し
た
場
合
、「
危
難
」に
あ
た
る
）。

52
）

S
tein
in
g
er
,
(F
n
.41),

N
a
ch
b
em

3 R
n 2.

53
）

大
判
昭
和
八
・
一
一
・
三
〇
刑
集
一
二
・
二
一
六
〇
（
田
植
後
10
日
な
い
し
一
二
日
の
稲
苗
が
、
豪
雨
に
よ
る
湛
水
の
た
め
、
剣
先
が
水
中
に
没
し
よ
う

と
し
て
お
り
、
湛
水
の
継
続
に
よ
る
著
し
い
不
作
又
は
稲
苗
枯
死
の
虞
が
あ
る
と
き
は
、
財
産
に
対
す
る
現
在
の
危
難
が
あ
る
）。

54
）

R
o
xin
,
(F
n
.42),

16 R
n 15;

K
u
h
l,
(F
n
.9),

8 R
n 43;

S
tein
in
g
er
,
(F
n
.41),

N
a
ch
b
em

3 R
n 18.

55
）

T
riffterer

,
(F
n
.42),

11.
K
a
p R
n 116;

R
o
xin
,
(F
n
.42),

16 R
n 14;

K
u
h
l,
(F
n
.9),

8 R
n 41.

56
）

R
o
xin
,(F
n
.42),

16 R
n 15;

S
tein
in
g
er
,(F
n
.41),N

a
ch
b
em

3 R
n 21.

山
中
（
注
33
）
五
二
一
頁
、
大
阪
高
判
昭
和
二
五
・
三
・
二
三
高
刑
特

八
・
八
八
「
緊
急
避
難
は
現
在
の
危
難
す
な
わ
ち
緊
迫
し
た
危
難
が
他
人
の
法
益
を
害
す
る
外
、
他
に
救
助
の
途
の
な
い
状
態
に
あ
る
こ
と
を
必
要
と
し
、

単
に
そ
の
行
為
を
し
な
け
れ
ば
危
難
が
来
る
に
決
ま
っ
て
い
る
と
の
主
観
的
予
想
に
過
ぎ
な
い
場
合
は
現
在
の
危
難
に
該
当
し
な
い
」。

57
）

T
h
.
L
en
ck
n
er,
W
.
P
erro
n
,
S
ch
o
n
k
e /S
ch
ro
d
er S
tra
fg
esetzb

u
ch K

o
m
m
en
ta
r,
27.
A
u
fl.,
2006,

34 R
n 13

「
現
に
存
在
す
る
と
し
て
予

測
の
基
礎
に
お
か
れ
る
事
情
（
例
え
ば
、
病
気
）
は
実
際
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。G

u
n
th
er
,
(F
n
.42),

34 R
n 21.;

H
.
B
lei,
S
tra
frech

t I
 

A
T
,
18.
A
u
fl.,

44 III 3.

58
）

R
o
xin
,
(F
n
.42),

16 R
n 18.
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59
）

R
o
xin
,
(F
n
.42),

16 R
n 18.;

F
.
S
ch
a
ffstein

,D
er M

a
ß
sta
b fu
r d
a
s G
efa
h
ru
rteil b

eim
 
rech

tfertig
en
d
en N

o
tsta
n
d
,B
ru
n
s-F
S
,1978,

S
.89 ff.,106

「
規
準
と
な
る
の
は
、
行
為
者
の
社
会
交
通
圏
出
の
理
解
力
の
あ
る
、
し
か
も
、
こ
の
者
の
特
別
の
知
識
も
有
す
る
観
察
者
の
客
観
的
判
断
で

あ
る
」。
本
説
に
よ
れ
ば
、
事
故
で
口
か
ら
血
を
流
し
、
意
識
を
失
っ
て
い
る
者
の
設
例
に
お
い
て
、
医
師
な
ら
生
命
に
危
険
は
無
い
と
判
断
し
た
だ
ろ
う
と

い
え
る
と
き
、
救
助
行
為
を
す
る
者
が
医
師
な
ら
「
危
難
」
は
存
在
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
違
法
と
な
り
（
誤
想
避
難
）、
非
医
師
な
ら
「
危
難
」
は
存
在
し
、

し
た
が
っ
て
、
適
法
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
緊
急
避
難
）。

60
）

R
o
xin
,
(F
n
.42),

16 R
n 187.;

Ja
k
o
b
s,
(F
n
.42),

13.
A
b
sch
n R
n 13

「
問
題
と
な
る
種
類
の
衝
突
状
況
」
を
管
轄
す
る
専
門
家
の
判
断
が
規
準
と

な
る
。W

essels /
B
eu
lk
e,
(F
n
.42),

R
n 304.

61
）

最
大
判
昭
和
二
四
・
五
・
一
八
同
二
二
年
（
れ
）
第
三
一
九
号
事
件
「『
現
在
の
危
難
』
と
は
現
に
危
難
の
切
迫
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
」
す
る
。

62
）

K
u
h
l,
(F
n
.9),

8 R
n 62 f.;

K
rey
/
E
sser
,
(F
n
.42),

15 R
n 590.

大
判
昭
和
九
・
三
・
三
一
刑
集
一
三
・
三
五
〇
（
産
婦
が
分
娩
後
顔
面
口
唇
蒼

白
と
な
り
、
脈
拍
軽
微
弱
で
時
々
結
滞
の
あ
る
状
態
に
い
た
っ
た
と
き
は
、
そ
の
生
命
に
対
す
る
現
在
の
危
難
が
あ
る
）。

63
）

B
G
H
 
N
JW
 
1289;

B
G
H
 
N
S
tZ 1988,

554.

参
照
、
大
嶋
一
泰
「
緊
急
避
難
に
お
け
る
危
難
の
現
在
性
に
つ
い
て
」（『
変
動
期
の
刑
事
法
学

森
下

忠
先
生
古
稀
祝
賀
』
所
収
）
一
九
九
六
年
・
二
六
三
頁
以
下
、
福
岡
地
判
昭
和
三
七
・
一
・
三
一
下
刑
集
四
・
一＝

二
・
一
〇
四
は
、
個
人
的
突
発
的
な
侵

害
と
集
団
的
組
織
的
な
侵
害
を
区
別
し
て
、
後
者
に
つ
い
て
、「
事
態
を
そ
の
ま
ま
放
置
し
拱
手
傍
観
し
て
い
る
な
ら
ば
侵
害
の
実
現
が
必
至
と
認
め
ら
れ
る

状
態
に
立
ち
至
っ
た
時
期
乃
至
段
階
」
で
よ
い
と
判
示
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
正
当
防
衛
直
接
適
用
説
：
津
田
重
憲
『
緊
急
救
助
の
基
本
構
造
』
一
九
九

八
年
（
正
当
防
衛
の
急
迫
性
の
要
件
を
広
く
解
し
て
、
正
当
防
衛
の
成
立
を
肯
定
す
る
）。

64
）

K
u
h
l,
(F
n
.9),

8 R
n 65;

R
o
xin
,
(F
n
.42),

16 R
n 21;

K
rey
/
E
sser
,
(F
n
.42),

15 R
n 591.

65
）

最
判
昭
和
三
五
・
二
・
四
刑
集
一
四
・
一
・
六
一
〔
吊
り
橋
が
腐
朽
し
て
車
馬
の
通
行
に
危
険
に
な
っ
た
が
、
村
の
予
算
で
は
架
け
替
え
の
見
込
み
が
無

か
っ
た
の
で
、
災
害
補
償
費
を
得
て
架
け
替
え
よ
う
と
企
て
て
、
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
で
こ
れ
を
爆
破
し
た
と
い
う
事
案
。
原
審
は
現
在
の
危
難
の
存
在
を
肯
定

し
た
〕「
吊
橋
は
二
〇
〇
貫
な
い
し
三
〇
〇
貫
の
荷
馬
車
が
通
る
場
合
に
は
極
め
て
危
険
で
あ
っ
た
が
、
人
の
通
行
に
は
差
支
え
な
く
、
し
か
も
右
の
荷
馬
車

も
、
村
当
局
の
重
量
制
限
を
犯
し
て
時
に
通
行
す
る
も
の
が
あ
っ
た
程
度
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
っ
て
、
果
た
し
て
し
か
ら
ば
、
本
件
吊
橋
の
動

揺
に
よ
る
危
険
は
、
少
な
く
と
も
本
件
犯
行
当
時
た
る
昭
和
二
八
年
二
月
二
一
日
頃
の
冬
季
に
お
い
て
は
原
審
の
認
定
す
る
程
に
切
迫
し
た
も
の
で
は
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
」。

66
）

B
G
H
S
t 13,

197;
B
G
H
 
N
JW
 
1979,

2053

﹇
覗
き
魔
事
件
﹈〔
見
知
ら
ぬ
男
が
何
度
も
あ
る
夫
婦
の
住
ま
い
に
侵
入
し
て
恐
怖
感
を
与
え
て
い
た
の

で
、
覗
き
魔
は
と
う
と
う
逃
走
の
と
き
に
被
害
男
性
に
銃
で
左
臀
部
、
左
脇
腹
を
撃
た
れ
た
と
い
う
事
案
〕。
こ
の
事
件
に
つ
い
て
、
ロ
ク
ス
イ
ー
ン
は
、
銃
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を
撃
っ
た
時
点
で
は
侵
害
は
も
は
や
な
く
、
正
当
防
衛
は
成
立
し
な
い
が
、
毎
晩
現
れ
る
虞
が
あ
っ
た
の
で
、
継
続
危
難
は
あ
っ
た
の
で
、
緊
急
避
難
の
成

否
が
問
題
と
な
る
が
、
覗
き
魔
に
重
傷
を
与
え
て
い
る
の
で
、
防
禦
的
緊
急
避
難
の
思
想
だ
け
で
は
当
該
行
為
を
正
当
化
で
き
な
い
が
、
刑
訴
法
第
一
二
七

条
に
よ
る
逮
捕
も
可
能
で
あ
り
、
且
つ
、
闖
入
者
が
夫
婦
の
支
配
領
域
に
い
る
か
ぎ
り
、
常
に
こ
の
者
に
よ
る
潜
在
的
脅
威
が
あ
る
と
い
う
二
つ
の
事
情
が

相
ま
っ
て
、
保
全
利
益
の
優
越
性
を
基
礎
付
け
る
と
論
ず
る
。R

o
xin
,
(F
n
.42),

16 R
n 21 u

.86.

参
照
、
大
嶋
（
注
63
）
二
六
四
頁
以
下
。

67
）

B
G
H
 
N
JW
 
1997,

266.

68
）

こ
の
場
合
を
継
続
危
難
の
特
殊
例
と
解
す
る
説
（F

.
Z
iesch

a
n
g
,
L
eip
zig
er K

o
m
m
en
ta
r S
tG
B
,
B
d
.2,
12.
A
u
fl.,
2006,

34 R
n 36;

K
rey
/

E
sser
,(F
n
.42),

15 R
n 592

）
と
継
続
危
難
と
は
異
な
っ
た
例
と
解
す
る
説
（L

en
ck
n
er
/
P
erro
n
,(F
n
.57),

34 R
n 17

）
が
あ
る
。
し
か
し
、
後
者

の
説
も
こ
の
場
合
を
「
継
続
危
難
」
と
同
等
に
扱
う
の
で
、
結
論
に
お
い
て
異
な
ら
な
い
。v

g
l.
K
u
h
l,
(F
n
.9),

8 R
n 66.

69
）

L
en
ck
n
er
/
P
erro
n
,
(F
n
.57),

32 R
n 16.

70
）

B
G
H
S
t 48,

255,
259.

71
）

R
o
xin
,
(F
n
.42),

16 R
n 20

「
損
害
の
発
生
が
な
る
ほ
ど
ま
だ
緊
迫
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
後
に
な
っ
て
は
防
禦
が
も
は
や
で
き
な

い
か
、
極
め
て
大
き
な
危
険
を
冒
し
て
し
か
で
き
な
い
場
合
」;

K
u
h
l,
(F
n
.9),

8 R
n 68;

Z
iesch

a
n
g
,
(F
n
.68),

34 R
n 37;

L
en
ck
n
er
/
P
erro
n
,

(F
n
.57),

34 R
n 17;

K
ien
a
p
fel /
H
o
p
fel,
(F
n
.45),

Z 12 R
n 12 f.

参
照
、
山
中
（
注
33
）
五
二
四
頁
。
な
お
、
正
当
防
衛
説：

浅
田
（
注
32
）
二
四

九
頁
。

72
）

K
u
h
l,
(F
n
.9),

8 R
n 62;

Z
iesch

a
n
g
,
(F
n
.68),

34 R
n 36;

B
.
H
ein
rich
,
S
tra
frech

t A
T
,
3.
A
u
fl.,
2012,

R
n 412.

こ
れ
に
対
し
て
、
ト

リ
フ
テ
ラ
ー
、
シ
ュ
タ
イ
ニ
ン
ガ
ー
（T

riffterer
,
(F
n
.42),

11.
K
a
p R
n 120;

S
tein
in
g
er
,
(F
n
.41),

N
a
ch
b
em

3 R
n 24

）
は
、
現
在
性
を
正
当

防
衛
に
お
け
る
急
迫
性
よ
り
も
広
く
捉
え
る
見
解
は
、
緊
急
避
難
に
予
備
正
当
防
衛
と
し
て
の
補
充
機
能
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
適
切
で
な
い
と
論
ず

る
。

73
）

大
塚
（
注
27
）
四
〇
四
頁
以
下
、
團
藤
（
注
23
）
二
四
九
頁
、
大
判
昭
和
八
・
九
・
二
七
刑
集
一
二
・
一
六
五
九
「
他
ニ
救
済
ノ
途
ナ
キ
状
態
」。

74
）

K
ien
a
p
fel /
H
o
p
fel,
(F
n
.45),

Z 12 R
n 14.

75
）

R
o
xin
,
(F
n
.42),

16 R
n 23;

L
ew
isch
,(F
n
.42),N

a
ch
b
em
 
zu

3 R
n 53.;

K
ien
a
p
fel /
H
o
p
fel,(F

n
.45),Z 12 R

n 18.

参
照
、
山
中
（
注
33
）

五
二
五
頁
。

76
）

L
ew
isch
,
(F
n
.42),

N
a
ch
b
em
 
zu

3 R
n 53.;

L
en
ck
n
er
/
P
erro
n
,
(F
n
.57),

34 R
n 19;

K
rey
/
E
sser
,
(F
n
.42),

15.
K
a
p R
n 595.

参
照
、

山
中
（
注
33
）
五
二
五
頁
。
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77
）

S
tein
in
g
er
,
(F
n
.41),

N
a
ch
b
em

3 R
n 34.

78
）

S
tein
in
g
er
,
(F
n
.45),

11.
K
a
p R
n 56;

T
riffterer

,
(F
n
.42),

11.
K
a
p R
n 123.

79
）

S
tein
in
g
er
,
(F
n
.41),

N
a
ch
b
em

3 R
n 36.

80
）

参
照
、
大
阪
高
判
昭
和
四
五
・
五
・
一
高
刑
集
二
三
・
二
・
三
六
七
（
自
動
車
を
運
転
中
、
対
向
車
が
中
央
線
を
越
え
て
進
行
す
る
の
を
認
め
、
こ
れ
と

の
接
触
を
避
け
る
た
め
減
速
し
て
進
路
を
左
に
変
更
し
た
と
こ
ろ
、
後
方
か
ら
進
行
し
て
き
た
自
動
二
輪
車
に
衝
突
さ
せ
そ
の
運
転
者
に
傷
害
を
負
わ
せ
た

事
案
。
緊
急
避
難
成
立
）。
否
定
判
例
、
東
京
高
判
昭
和
四
六
・
五
・
二
四
判
タ
二
六
七
号
三
八
二
頁
（
胃
痙
攣
で
苦
し
み
だ
し
た
急
病
人
を
運
送
す
る
た
め

に
無
免
許
運
転
を
し
た
と
い
う
事
案
で
、
電
話
で
救
急
車
の
出
動
を
要
請
す
る
な
ど
の
方
法
が
あ
る
場
合
に
は
緊
急
避
難
を
認
め
る
余
地
は
な
い
）。

81
）

L
ew
isch
,
(F
n
.42),

N
a
ch
b
em
 
zu

3 R
n 55.;

L
en
ck
n
er
/
P
erro
n
,
(F
n
.57),

34 R
n 20.

82
）

R
.
M
a
u
ra
ch
,
H
.
Z
ip
f
,
S
tra
frech

t A
T
,
B
d
.1,
8.
A
u
fl.,
1992,

27 R
n 18.

83
）

L
ew
isch
,
(F
n
.40),

N
a
ch
b
em
 
zu

3 R
n 60.

84
）

N
o
w
a
k
o
w
sk
i,
(F
n
.42),N

a
ch
b
em
 
zu

3 R
n 4;M

.
B
u
rg
sta
ller
,D
a
s F
a
h
rla
ssig
k
eitsd

elik
t im
 
S
tra
frech

t,1974,154;
T
riffterer

,(F
n
.

42),11.K
a
p R
n 128 u

.131;
S
tein
in
g
er
,(F
n
.41),N

a
ch
b
em

3 R
n 40.

ド
イ
ツ
刑
法
第
三
四
条
の
「
保
護
さ
れ
た
利
益
が
侵
害
さ
れ
た
利
益
を
は

る
か
に
超
え
て
い
る
」
も
同
様
に
理
解
す
る
の
が
、R

o
xin
,
(F
n
.42),

16 R
n 90;

K
u
h
l,
(F
n
.9),

8 R
n 99.

こ
れ
に
対
し
て
、
著
し
い
差
を
要
求
す

る
の
が
、Z

iesch
a
n
g
,
(F
n
.68),

34 R
n 76;

Ja
k
o
b
s,
(F
n
.42),

13.A
b
sch
n R
n 33;

N
eu
m
a
n
n
,(F
n
.4),

34 R
n 21.

な
お
、
吉
田
宣
之
『
違
法
性

の
本
質
と
行
為
無
価
値
』
一
九
九
二
年
・
一
〇
二
頁
以
下
は
、
保
全
利
益
に
つ
き
、
攻
撃
的
緊
急
避
難
の
場
合
は
著
し
い
優
越
性
が
必
要
だ
が
、
防
御
的
緊

急
避
難
の
場
合
は
た
ん
な
る
優
越
性
で
足
り
る
と
す
る
。
同
旨
、
小
田
（
注
31
）
一
頁
以
下
、
井
田
良
「
緊
急
避
難
の
本
質
を
め
ぐ
っ
て
」（『
宮
澤
浩
一
先

生
古
稀
祝
賀
論
文
集
第
二
巻
』
所
収
）
二
〇
〇
五
年
・
二
八
三
頁
。

85
）

内
藤
（
注
31
）
四
二
一
頁
以
下
。L

en
ck
n
er
/
P
erro
n
,
(F
n
.57),

34 R
n 25.

86
）

T
riffterer

,
(F
n
.42),

11.
K
a
p R
n 128.

V
g
l.
R
o
xin
,
(F
n
.42),

16 R
n 71.

こ
れ
に
対
し
て
、
法
的
安
定
性
の
観
点
か
ら
主
観
化
に
反
対
す
る
の

が
、S

tein
in
g
er
,
(F
n
.41),

N
a
ch
b
em

3 R
n 41;

L
ew
isch
,
(F
n
.42),

N
a
ch
b
em
 
zu

3 R
n 62.

87
）

F
u
ch
s,
(F
n
.43),

17.
K
a
p 17 R

n 63 f.;
d
ers.,

G
ru
n
d
fra
g
en
,
55 f.;

S
tein
in
g
er
,
(F
n
.41),

N
a
ch
b
em

3 R
n 42.

88
）

F
u
ch
s,
(F
n
.43),

17.
K
a
p R
n 64;

d
ers.,

G
ru
n
d
fra
g
en d

er N
o
tw
eh
r,
1986,

56;
S
tein
in
g
er
,
(F
n
.41),

N
a
ch
b
em

3 R
n 42.

覗
き
魔
事
件
で
は
、
保
全
法
益
は
住
居
権
、
私
生
活
の
秘
密
、
意
思
活
動
の
自
由
等
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
侵
害
法
益
は
身
体
の
不
可
侵
性
で
あ
る
。
辺

鄙
な
田
舎
の
旅
館
事
件
で
は
、
保
全
法
益
は
自
由
と
所
有
権
で
あ
る
の
に
対
し
侵
害
法
益
は
身
体
の
不
可
侵
性
と
自
由
で
あ
る
。
家
の
暴
君
事
件
で
は
、
い
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ず
れ
も
、法
益
を
比
較
す
る
限
り
で
は
、保
全
法
益
が
侵
害
法
益
よ
り
も
一
義
的
に
優
越
す
る
と
は
い
え
な
い
。Vg

l.
K
u
h
l,(F

n
.9),

8 R
n 136 f.;

R
o
xin
,

(F
n
.42),

16 R
n 72 ff.

89
）

F
u
ch
s,
(F
n
.43),

17.
K
a
p R
n 64.

90
）

S
tein
in
g
er
,
(F
n
.45),

11.
K
a
p R
n 61;

L
ew
isch
,
(F
n
.42),

N
a
ch
b
em
 
zu

3 R
n 117.

こ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
場
合
も
正
当
化
さ
れ
る
と
す
る
の

が
、R

o
xin
,
(F
n
.42),

16 R
n 79.

91
）

F
u
ch
s,
(F
n
.43),

17.
K
a
p R
n 65;

S
tein
in
g
er
,
(F
n
.41),

N
a
ch
b
em

3 R
n 43.

92
）

R
o
xin
,
(F
n
.42),

16 R
n 26 ff.;

S
tein
in
g
er
,
(F
n
.41),

N
a
ch
b
em

3 R
n 44.

93
）

R
o
xin
,
(F
n
.42),

16 R
n 29 ff.;

S
tein
in
g
er
,
(F
n
.41),

N
a
ch
b
em

3 R
n 44.

94
）

S
tein
in
g
er
,
(F
n
.41),

N
a
ch
b
em

3 R
n 45.

95
）

S
tein
in
g
er
,(F
n
.41),N

a
ch
b
em

3 R
n 45;

K
u
h
l,(F

n
.9),

8 R
n 113 f.

阿
部
（
注
95
）
九
〇
頁
以
下
、
九
九
頁
。
こ
れ
に
対
し
て
、
前
田
（
注

23
）
三
六
一
頁
「
多
数
の
命
を
救
う
た
め
に
、
そ
れ
以
外
全
く
方
法
が
な
い
場
合
に
少
数
の
生
命
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
は
、
倫
理
的
に
は
避
難
し
得
て
も
、

処
罰
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
違
法
性
を
有
す
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
…
…
違
法
性
判
断
と
い
う
の
は
冷
徹
な
も
の
な
の
で
あ
る
」。

96
）

H
.
W
elzel,

Z
u
m
 
N
o
tsta
n
d
sp
ro
b
lem
,
Z
S
tW
 
63
(1951),

47 ff.,
51.

97
）

S
tein
in
g
er
,
(F
n
.41),

N
a
ch
b
em

3 R
n 45;

R
.
M
o
o
s,
W
ien
er K

o
m
m
en
ta
r zu
m
 
S
tra
fg
esetzb

u
ch
,
2.
A
u
fl.,
2002,

V
o
rb
em
 
zu

75

79 R
n 28;

K
rey
/
E
sser
,
(F
n
.42),

15 R
n 616.

98
）

R
o
xin
,
(F
n
.42),

16 R
n 102;

S
tein
in
g
er
,
(F
n
.41),

N
a
ch
b
em

3 R
n 48.

99
）

O
L
G
 
W
ien Z

V
R
 
1992 /29;

L
ew
isch
,
(F
n
.42),

N
a
ch
b
em
 
zu

3 R
n 79.

100
）

L
ew
isch
,
(F
n
.42),

N
a
ch
b
em
 
zu

3 R
n 78;

K
u
h
l,
(F
n
.9),

8 R
n 33;

W
essels /

B
eu
lk
e,
(F
n
.42),

8 R
n 315;

R
G
S
t 38,

62;
O
L
G

 
F
ra
n
k
fu
rt N

JW
 
2000,

875.

101
）

K
ien
a
p
fel /
H
o
p
fel,
(F
n
.45),

Z 12 R
n 21;

L
ew
isch
,
(F
n
.42),

N
a
ch
b
em

3 R
n 77.

102
）

S
S
t 47 /75

(12 O
s 143 /75) ＝

E
v
B
l 1976 /186,

JB
l 1976,

656 u
n
d R
Z 1976 /73;

S
tein
in
g
er
,
(F
n
.41),

N
a
ch
b
em

3 R
n 50.

103
）

R
o
xin
,
(F
n
.42),

16 R
n 27.

104
）

B
G
H
 
N
JW
 
1986,

2264.

105
）

S
tein
in
g
er
,
(F
n
.41),

N
a
ch
b
em

3 R
n 51;

O
L
G F
ra
n
k
fu
rt N

JW
 
1979,

1172
（
弁
護
人
が
刑
法
第
二
〇
一
条
（
言
葉
の
内
密
性
の
侵
害
）
に
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違
反
し
て
作
成
さ
れ
た
音
声
テ
ー
プ
を
そ
の
任
務
遂
行
の
た
め
刑
事
訴
訟
で
使
用
す
る
）;O
L
G
 
F
ra
n
k
fu
rt N

JW
 
1975,

271

（
遺
族
の
知
る
と
こ
ろ
な

く
死
者
か
ら
血
液
採
取
す
る
こ
と
は
、
そ
の
死
者
が
事
故
時
点
に
酩
酊
し
て
い
た
か
否
か
を
認
定
し
う
る
た
め
に
行
な
わ
れ
た
と
き
、
そ
の
結
果
、
場
合
に

よ
っ
て
、
遺
族
年
金
が
排
除
さ
れ
る
場
合
、
正
当
化
さ
れ
う
る
）。

106
）

大
判
昭
和
一
二
・
一
一
・
六
判
例
体
系
三
〇
・
九
五
七
（
価
格
六
〇
〇
円
相
当
の
猟
犬
が
、
価
格
一
五
〇
円
相
当
の
番
犬
に
襲
わ
れ
た
際
、
猟
犬
を
守
る

た
め
に
猟
銃
で
番
犬
を
狙
撃
し
、
こ
れ
に
銃
創
を
負
わ
せ
た
と
い
う
事
案
。
緊
急
避
難
成
立
）。

107
）

F
u
ch
s,
(F
n
.43),

17.
K
a
p R
n 59.

108
）

F
u
ch
s,
(F
n
.43),

17.
K
a
p R
n 60 n

a
ch R

ittler
.

109
）

L
ew
isch
,
(F
n
.40),

N
a
ch
b
em

3 R
n 90.

110
）

O
L
G
 
D
u
sseld

o
rf V

R
S 30

(1966)
39;
R
o
xin
,
(F
n
.42),

16 R
n 44.

参
照
、
山
中
（
注
33
）
五
二
九
頁
。

111
）

O
L
G
 
S
ch
lesw

ig V
R
S 30

(1966),
463;

B
a
y
O
b
lG
 
N
Z
V
 
1991,

81;
O
L
G
 
H
a
m
m
 
N
S
tZ 1996,

344;
R
o
xin
,
(R
n
.42),

16 R
n 44.

112
）

O
L
G
 
K
a
rlrru

h
e V
R
S 46

(1974),
275;

R
o
xin
,
16
(F
n
.42),

R
n 44.

113
）

O
L
G
 
K
o
ln V

R
S 59

(1980),
53;
R
o
xin
,
(R
n
.42),

16 R
n 44.

114
）

R
o
xin
,
(F
n
.42),

16 R
n 45.
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